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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機、冷媒流路切替装置、及び、熱源側熱交換器を収容した室外機筐体と、
　絞り装置、及び、熱媒体間熱交換器を収容した熱媒体変換機筐体と、
　熱媒体流量調整装置を収容した熱媒体流量調整機筐体と、
　負荷側熱交換器、及び、室内送風機を収容した室内機筐体と、
　熱媒体を搬送する熱媒体搬送装置と、を備え、
　前記圧縮機、前記冷媒流路切替装置、前記熱源側熱交換器、前記絞り装置、及び、前記
熱媒体間熱交換器の冷媒通路は、冷媒が流通する冷媒配管により接続され、冷媒循環回路
を構成し、
　前記熱媒体間熱交換器の熱媒体通路、前記熱媒体搬送装置、前記熱媒体流量調整装置、
及び、前記負荷側熱交換器は、熱媒体が流通する熱媒体配管により接続され、熱媒体循環
回路を構成し、
　前記熱媒体変換機筐体と前記熱媒体流量調整機筐体とは別個に構成され、
　前記室外機筐体、及び、前記熱媒体変換機筐体は、調和空気が供給される室内空間から
離れた室外空間に配置されている、
　空気調和装置。
【請求項２】
　前記熱媒体間熱交換器は、
　前記室外機筐体、及び、前記熱媒体変換機筐体を一つの筐体に収容した形態と、
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　前記室外機筐体、及び、前記熱媒体変換機筐体を個別の筐体に収容した形態と、
　において共有される、
　請求項１に記載の空気調和装置。
【請求項３】
　前記熱媒体間熱交換器、及び、前記熱媒体流量調整装置は、
　それぞれ個別に設けられた前記熱媒体流量調整機筐体、及び、前記熱媒体変換機筐体に
収容されている、
　請求項１又は２に記載の空気調和装置。
【請求項４】
　前記室外機筐体と、前記熱媒体変換機筐体とを一つの筐体に収容した、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項５】
　前記熱媒体流量調整機筐体、及び、前記室内機筐体は、室内空間に配置された、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項６】
　前記熱媒体搬送装置は、前記熱媒体変換機筐体に収容されている、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項７】
　前記熱媒体流量調整装置は、前記負荷側熱交換器の入口温度と、出口温度との温度差が
所定値となるように、熱媒体の流量を調整する、
　請求項１～６のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項８】
　前記入口温度を検出する第一の温度検出装置と、
　前記出口温度を検出する第二の温度検出装置と、を備えた、
　請求項７に記載の空気調和装置。
【請求項９】
　前記第一の温度検出装置、及び、前記第二の温度検出装置は、前記熱媒体変換機筐体に
収容されている、
　請求項８に記載の空気調和装置。
【請求項１０】
　前記入口温度と前記出口温度との温度差の所定値は、
　前記熱源側熱交換器が蒸発器として機能する暖房運転時において、前記熱源側熱交換器
が凝縮器として機能する冷房運転時よりも大きい
　請求項７～９のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項１１】
　前記熱媒体変換機筐体は、
　前記熱媒体間熱交換器に流入する熱媒体の温度を検出する第三の温度検出装置と、
　前記熱媒体間熱交換器から流出する熱媒体の温度を検出する第四の温度検出装置と、を
収容し、
　前記熱媒体搬送装置は、
　前記第三の温度検出装置の検出値と、前記第四の温度検出装置の検出値との差が所定値
となるように、熱媒体の流量を調整している、
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項１２】
　前記第三の温度検出装置の検出値と、前記第四の温度検出装置の検出値との差の所定値
は、
　前記熱源側熱交換器が蒸発器として機能する暖房運転時において、前記熱源側熱交換器
が凝縮器として機能する冷房運転時よりも大きい、
　請求項１１に記載の空気調和装置。
【請求項１３】
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　前記室外機筐体に収容され、前記圧縮機、及び、前記冷媒流路切替装置を制御する第一
の制御装置と、
　前記熱媒体変換機筐体に収容され、前記絞り装置を制御する第二の制御装置と、
　前記熱媒体流量調整機筐体に収容され、前記熱媒体流量調整装置を制御する第三の制御
装置と、を備えた、
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項１４】
　前記室外機筐体、及び、前記熱媒体変換機筐体のうち、少なくとも一方には、冷媒漏洩
検出装置が設けられている、
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項１５】
　前記熱媒体変換機筐体と、前記熱媒体流量調整機筐体とは、前記熱媒体配管により接続
されている、
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項１６】
　前記熱媒体搬送装置は、前記熱媒体変換機筐体と前記熱媒体流量調整機筐体との間の前
記熱媒体配管に配置されている、
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【請求項１７】
　圧縮機、冷媒流路切替装置、及び、熱源側熱交換器を収容した室外機筐体と、
　絞り装置、及び、熱媒体間熱交換器を収容した熱媒体変換機筐体と、
　熱媒体流量調整装置を収容した熱媒体流量調整機筐体と、
　負荷側熱交換器、及び、室内送風機を収容した室内機筐体と、
　熱媒体を搬送する熱媒体搬送装置と、を備え、
　前記圧縮機、前記冷媒流路切替装置、前記熱源側熱交換器、前記絞り装置、及び、前記
熱媒体間熱交換器の冷媒通路は、冷媒が流通する冷媒配管により接続され、冷媒循環回路
を構成し、
　前記熱媒体間熱交換器の熱媒体通路、前記熱媒体搬送装置、前記熱媒体流量調整装置、
及び、前記負荷側熱交換器は、熱媒体が流通する熱媒体配管により接続され、熱媒体循環
回路を構成し、
　前記室外機筐体と、前記熱媒体変換機筐体と、前記熱媒体流量調整機筐体と、前記室内
機筐体とは、それぞれ異なる空間に配置されている、
　空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱媒体を用いた空気調和装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在のビル用マルチエアコン等の空気調和装置では、室外機と複数台の室内機とが冷媒
配管により接続されているものがある。このような冷媒配管の総延長が数百ｍになると、
配管の延長に伴い使用する冷媒の量も非常に多くなる。このような空気調和装置において
、冷媒漏れが発生し、漏れ出た冷媒が一つの部屋に流入すると、室内空間に冷媒が充満し
、酸欠状態になってしまう可能性がある。
【０００３】
　また、現在主流のＲ４１０Ａ冷媒は、地球温暖化係数が２０８８であり、地球温暖化係
数が大きいことが問題視されている。なお、地球温暖化係数は、Ｇｌｏｂａｌ　Ｗａｒｍ
ｉｎｇ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌの略称としてＧＷＰと称されることもある。そのため、地球
温暖化係数が低い冷媒への転換が求められているが、これらの地球温暖化係数が低い冷媒
は、可燃性を有しているものが多く、冷媒の発火などに配慮することも必要となっている
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。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、冷媒循環回路に冷媒を循環させ、また、熱媒体循環回路には
有害でない水又はブラインなどの熱媒体を循環させ、冷媒の温熱又は冷熱を熱媒体に伝達
させる二次ループ方式を採用した方法が提案されている。二次ループ方式が採用された、
例えば、水空調システムや、チラーシステムなどにおいては、冷媒循環回路に室外機と熱
媒体間熱交換器とが接続され、熱媒体循環回路に熱媒体間熱交換器と室内機とが接続され
ている。そして、熱媒体間熱交換器が室内空間ではない天井裏などに配置されることで、
冷媒漏れによる酸欠や発火を防止すると共に、冷媒の搬送距離の短縮が試みられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第１２／０７３２９３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、特許文献１のように、熱媒体間熱交換器が天井裏などに配置されていると、
天井裏などを循環する冷媒循環回路の配管から冷媒が漏れ出た場合に、室内空間に侵入し
てしまう可能性があり、冷媒の漏洩による影響を防ぐことが難しい。また、冷媒配管は、
室外機から天井裏まで延長されることになるため、必要な冷媒の量が減少されているとは
言い難い。
【０００７】
　また、特許文献１のような水空調システムとチラーシステムとにおいては、水空調シス
テムでは熱媒体変換機内にある流量調整装置により室内機能力が制御される一方、チラー
システムでは各室内機にオプション部品として設置した流量調整装置により室内機能力が
制御される。このように、熱媒体変換機を有する水空調システムとチラーシステムとは、
共に室内に水等の熱媒体を供給する間接空調システムであるにも関わらず、各室内機への
供給能力を制御する方法が異なり、共通化が成されていない。
【０００８】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、ビル用マルチエ
アコンにおいて、冷媒の使用量を減らし、かつ、室内空間への冷媒漏洩の影響を軽減する
ことができる空気調和装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る空気調和装置は、圧縮機、冷媒流路切替装置、及び、熱源側熱交換器を収
容した室外機筐体と、絞り装置、及び、熱媒体間熱交換器を収容した熱媒体変換機筐体と
、熱媒体流量調整装置を収容した熱媒体流量調整機筐体と、負荷側熱交換器、及び、室内
送風機を収容した室内機筐体と、熱媒体を搬送する熱媒体搬送装置と、を備え、前記圧縮
機、前記冷媒流路切替装置、前記熱源側熱交換器、前記絞り装置、及び、前記熱媒体間熱
交換器の冷媒通路は、冷媒が流通する冷媒配管により接続され、冷媒循環回路を構成し、
前記熱媒体間熱交換器の熱媒体通路、前記熱媒体搬送装置、前記熱媒体流量調整装置、及
び、前記負荷側熱交換器は、熱媒体が流通する熱媒体配管により接続され、熱媒体循環回
路を構成し、前記熱媒体変換機筐体と前記熱媒体流量調整機筐体とは別個に構成され、前
記室外機筐体、及び、前記熱媒体変換機筐体は、調和空気が供給される室内空間から離れ
た室外空間に配置されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る空気調和装置によれば、冷媒が循環しない室内機の筐体、及び、熱媒体流
量調整機の筐体は、冷媒が循環する室外機、及び、熱媒体変換機の筐体とは個別に設けら
れている。このため、室内空間の近傍に熱媒体循環回路を設け、室内空間から分離された
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場所に冷媒循環回路を設けることができる。これにより、必要となる冷媒の量を低減し、
且つ、室内空間への冷媒漏洩を防止することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施の形態に係る空気調和装置の回路構成の一例を示す概略回路構成図である
。
【図２】図１の空気調和装置の全冷房運転モード時における冷媒と熱媒体の流れを示す回
路図である。
【図３】図１の空気調和装置の全暖房運転モード時における冷媒と熱媒体の流れを示す回
路図である。
【図４】変形例に係る空気調和装置の回路構成の一例を示す概略回路構成図である。
【図５】変形例に係る空気調和装置の全冷房運転モード時における冷媒と熱媒体の流れを
示す回路図である。
【図６】変形例に係る空気調和装置の全暖房運転モード時における冷媒と熱媒体の流れを
示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　実施の形態．
　本実施の形態に係る空気調和装置１００は、例えば、全室内機が冷房を行う全冷房運転
モード又は全室内機が暖房を行う全暖房運転モードなどから運転モードを選択できる、ビ
ル用マルチエアコンなどである。図１は、本実施の形態に係る空気調和装置１００の回路
構成の一例を示す概略回路構成図である。図１に示すように、本実施の形態に係る空気調
和装置１００は、冷媒循環回路Ａと、熱媒体循環回路Ｂとにより接続された室外機１、熱
媒体変換機３、熱媒体流量調整機４、室内機２ａ、２ｂ、２ｃを備える。冷媒循環回路Ａ
を循環する冷媒を利用した冷凍サイクルにより温熱又は冷熱が生成され、熱媒体循環回路
Ｂを循環する熱媒体により室内空間に調和空気が供給される。
【００１３】
　［冷媒循環回路Ａ］
　冷媒循環回路Ａは、冷媒配管５により構成され、室外機１と熱媒体変換機３とを接続し
ている。冷媒循環回路Ａの冷媒配管５には、冷媒が流通する。冷媒は、特に限定するもの
ではないが、例えば、地球温暖化係数が低い冷媒として、可燃性の性質を有するジフルオ
ロメタンやテトラフルオロプロペンなどを用いることができる。
【００１４】
　［熱媒体循環回路Ｂ］
　熱媒体循環回路Ｂは、熱媒体配管６により構成され、熱媒体変換機３と熱媒体流量調整
機４と室内機２ａ、２ｂ、２ｃとを接続している。熱媒体変換機３と、熱媒体流量調整機
４との間には、熱媒体搬送装置８が接続されている。熱媒体循環回路Ｂの熱媒体配管６に
は、人に対して無害な安全性の高い熱媒体が流通する。熱媒体としては、例えばブライン
などの不凍液、水、ブラインと水との混合液、水と防食効果が高い添加剤との混合液等を
用いる。
【００１５】
　空気調和装置１００において、筐体１５に収容された室外機１は、建物の屋上などの屋
外や換気装置がある機械室等に設置され、筐体３２に収容された熱媒体変換機３は、換気
装置や冷媒漏洩検知装置等が設置された機械室に配置される。また、筐体４６に収容され
た熱媒体流量調整機４は、機械室や天井裏空間に配置され、筐体２４に収容された室内機
２ａ、２ｂ、２ｃは、空気調和を必要とする空間にそれぞれ設置される。なお、図１にお
いては、室内機２ａ、２ｂ、２ｃの３台接続されている場合を例に示しているが、室内機
の台数は限定されない。
【００１６】
　［室外機１］
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　室外機１の筐体１５には、冷媒配管５で接続された圧縮機１０と、四方弁等の冷媒流路
切替装置１１と、熱源側熱交換器１２と、アキュムレータ１３とが収容されている。また
、熱源側熱交換器１２の付近には、室外送風機１４が設けられており、熱源側熱交換器１
２に空気を送風する。圧縮機１０、及び、室外送風機１４の回転数等は、第一の制御装置
２３により制御される。
【００１７】
　圧縮機１０は、低温低圧の冷媒を吸入し、その冷媒を圧縮して高温高圧の状態にするも
のであり、たとえば容量制御可能なインバータ圧縮機等で構成される。冷媒流路切替装置
１１は、冷房運転モード時における冷媒の流れと、暖房運転モード時における冷媒の流れ
とを切り替えるものである。
【００１８】
　熱源側熱交換器１２は、冷房運転時には凝縮器として機能し、暖房運転時には蒸発器と
して機能するものであり、ファン等の室外送風機１４から供給される空気と冷媒との間で
熱交換を行なう。
【００１９】
　アキュムレータ１３は、全暖房運転モード時における余剰冷媒を溜める機能や圧縮機１
０へ液冷媒が流入することを防止する働きをするものである。
【００２０】
　また、室外機１には、圧力検出装置として第一の圧力検出装置２０と第二の圧力検出装
置２１が設けられている。第一の圧力検出装置２０は、圧縮機１０の吐出側と冷媒流路切
替装置１１とを繋ぐ冷媒配管５に設けられており、圧縮機１０により圧縮され吐出した高
温高圧の冷媒の圧力を検出するものである。また、第二の圧力検出装置２１は、冷媒流路
切替装置１１と圧縮機１０の吸入側とを繋ぐ冷媒配管５に設けられており、圧縮機１０に
吸入される低温低圧の冷媒の圧力を検出するものである。
【００２１】
　また、室外機１には、温度検出装置として第一の温度検出装置２２が設けられている。
第一の温度検出装置２２は、圧縮機１０の吐出側と冷媒流路切替装置１１を繋ぐ冷媒配管
５に設けられており、圧縮機１０により圧縮され吐出した高温高圧の冷媒の温度を検出す
る。第一の温度検出装置２２としては、サーミスタ等を用いることができる。
【００２２】
　［熱媒体変換機３］
　熱媒体変換機３の筐体３２には、冷媒と熱媒体とが熱交換する熱媒体間熱交換器３０と
、冷媒を減圧する第一の絞り装置３１と冷媒漏洩検出装置７とが収容されている。熱媒体
間熱交換器３０は、冷媒側及び熱媒体側から構成されており、冷媒側は、冷媒循環回路Ａ
を構成する冷媒配管５に接続され、熱媒体側は、熱媒体循環回路Ｂを構成する熱媒体配管
６に接続されている。冷媒漏洩検出装置７は、空気中の冷媒濃度を検出し、一定値以上の
値が検出された場合に警報を発する警報器などである。
【００２３】
　熱媒体間熱交換器３０は、凝縮器、又は、蒸発器として機能し、冷媒と熱媒体とで熱交
換を行ない、室外機１で生成され冷媒に貯えられた冷熱又は温熱を熱媒体に伝達するもの
である。熱媒体間熱交換器３０として、プレート式熱交換器等などを用いると良く、室内
空間への冷媒漏洩のリスクを低減させるためにダブルウォール式のプレート式熱交換器を
用いると更に良い。
【００２４】
　第一の絞り装置３１は、熱媒体間熱交換器３０の冷媒側の冷媒配管に接続され、冷媒を
減圧して膨張させるものであり、減圧弁や膨張弁として機能する。第一の絞り装置３１は
、第二の制御装置４５により開口面積等が制御される。第一の絞り装置３１としては、制
御により開度が可変な、例えば、電子式膨張弁等であると良い。
【００２５】
　また、熱媒体変換機３の筐体３２には、圧力検出装置として第三の圧力検出装置４４が
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設けられている。第三の圧力検出装置４４は、熱媒体間熱交換器３０に接続される冷媒配
管５の第一の絞り装置３１とは反対側に設けられており、熱媒体間熱交換器３０へ流入も
しくは流出する冷媒の圧力を検出するものである。
【００２６】
　また、熱媒体変換機３の筐体３２には、温度検出装置として第二の温度検出装置４０と
、第三の温度検出装置４１と、第四の温度検出装置４２と、第五の温度検出装置４３と、
が収容されている。第二の温度検出装置４０は、熱媒体間熱交換器３０に接続される冷媒
配管５の第一の絞り装置３１とは反対側に設けられており、第三の温度検出装置４１は、
熱媒体間熱交換器３０と第一の絞り装置３１とを接続する冷媒配管５上に設けられている
。また、第四の温度検出装置４２は、熱媒体間熱交換器３０の流入側に接続されている熱
媒体配管上に設けられ、第五の温度検出装置４３は、熱媒体間熱交換器３０の流出側に接
続されている熱媒体配管上に設けられている。
【００２７】
　なお、図１においては、熱媒体間熱交換器３０と第一の絞り装置３１とをそれぞれ１個
ずつ設けた例を示しているが、これに限定するものではない。熱媒体間熱交換器３０と第
一の絞り装置３１とは、空気調和装置１００の冷房能力や暖房能力に応じて、複数並列に
接続されていても良い。
【００２８】
　［熱媒体流量調整機４］
　熱媒体流量調整機４の筐体４６には、熱媒体配管６により接続された熱媒体流量調整装
置５０ａ、５０ｂ、５０ｃが収容されている。熱媒体配管６は、熱媒体を室内機２ａ、２
ｂ、２ｃに分配する分岐部６１と、室内機２ａ、２ｂ、２ｃから流れてくる熱媒体を集結
させる合流部６２とを備える。また、熱媒体流量調整機４の筐体４６には、温度検出装置
として、第六の温度検出装置５１ａ、５１ｂ、５１ｃと、第七の温度検出装置５２ａ、５
２ｂ、５２ｃとが収容されている。図１においては、３台の室内機２ａ、２ｂ、２ｃが熱
媒体流量調整機４に接続されている例を示しているが、室内機の台数は、一台でも良く、
２台以上の複数台でも良い。
【００２９】
　熱媒体流量調整装置５０ａ、５０ｂ、５０ｃは、熱媒体流量調整機４から室内機２ａ、
２ｂ、２ｃへ向かう熱媒体が通過する分岐部６１直後の熱媒体配管６上に設けられており
、室内機２ａ、２ｂ、２ｃに供給される熱媒体の流量を調整する。熱媒体流量調整機４は
、それぞれの室内機２ａ、２ｂ、２ｃの空調負荷に応じて調整された流量の熱媒体を室内
機２ａ、２ｂ、２ｃに分配する。流量の調整においては、熱媒体流量調整装置５０ａ、５
０ｂ、５０ｃの開口面積等が第三の制御装置５３により制御される。熱媒体の流量を任意
に調整できるように、熱媒体流量調整装置５０ａ、５０ｂ、５０ｃとして、例えば、開口
面積を制御できる二方弁等を用いることができる。なお、熱媒体流量調整装置５０ａ、５
０ｂ、５０ｃは、図１に示すように、分岐部６１の直後に位置する熱媒体配管６上に設け
られていてもよく、合流部６２直前に位置する熱媒体配管６上に設けられていてもよい。
【００３０】
　第六の温度検出装置５１ａ、５１ｂ、５１ｃは、熱媒体流量調整機４から室内機２ａ、
２ｂ、２ｃへ向かう熱媒体が通過する分岐部６１直後の熱媒体配管６上に設けられており
、室内機２ａ、２ｂ、２ｃへ供給される熱媒体の温度を検出するものである。第七の温度
検出装置５２ａ、５２ｂ、５２ｃは、各室内機２ａ、２ｂ、２ｃから戻ってくる熱媒体が
熱媒体流量調整機４に流入する合流部６２直前の熱媒体配管６上に設けられており、室内
機２ａ、２ｂ、２ｃから流出する熱媒体の温度を検出するものである。
【００３１】
　［熱媒体搬送装置８］
　熱媒体搬送装置８は、熱媒体変換機３と熱媒体流量調整機４とを接続する熱媒体配管６
の途中に設けられている。熱媒体搬送装置８は、例えば、ポンプ等の熱媒体を循環させる
装置である。熱媒体の循環により、熱媒体変換機３で冷媒側から供給された温熱、又は、
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冷熱を室内機２ａ、２ｂ、２ｃに供給することができる。熱媒体搬送装置８は、図１に示
すように、熱媒体変換機３と熱媒体流量調整機４とを接続する熱媒体配管６の途中に設け
てもよく、熱媒体変換機３の内部の熱媒体配管６に設けてもよく、熱媒体流量調整機４の
内部の熱媒体配管６に設けても良い。
【００３２】
　熱媒体搬送装置８を熱媒体変換機３の内部に配置した場合には、熱媒体搬送装置８は、
例えば、熱媒体間熱交換器３０の前後に設置した第四の温度検出装置４２と第五の温度検
出装置４３との温度差が所定値になるように出力を制御すればよい。これにより、室内の
空調負荷に応じた動力で熱媒体搬送装置８を運転することができるので、消費電力を少な
くできる。
【００３３】
　熱媒体変換機３を室内機２ａ、２ｂ、２ｃから近い距離に配置した場合は、熱媒体の移
動距離が小さくなり、熱媒体循環回路Ｂを循環する際の圧力損失が小さくなるため、熱媒
体搬送装置８の小型化や、消費電力の削減が可能になる。
【００３４】
　［室内機２ａ、２ｂ、２ｃ］
　室内機２ａ、２ｂ、２ｃは、それぞれの筐体２４に、負荷側熱交換器６０ａ、６０ｂ、
６０ｃ、及び、室内送風機６１ａ、６１ｂ、６１ｃを収容し、熱媒体配管６により熱媒体
流量調整機４に接続されている。負荷側熱交換器６０ａ、６０ｂ、６０ｃは、ファン等の
室内送風機６１ａ、６１ｂ、６１ｃから供給される空気と熱媒体との間で熱交換を行い、
室内空間に供給される暖房用空気又は冷房用空気を生成するものである。
【００３５】
　［第一の制御装置２３、第二の制御装置４５、第三の制御装置５３］
　第一の制御装置２３、第二の制御装置４５、第三の制御装置５３は、マイコン等で構成
され、それぞれ、室外機１、熱媒体変換機３、及び、熱媒体流量調整機４に搭載されてい
る。
【００３６】
　室外機１に搭載されている第一の制御装置２３は、各種検出手段で検出された情報及び
リモコンからの指示に基づいて、圧縮機１０の駆動周波数、室外送風機１４の回転数及び
ＯＮ／ＯＦＦ、及び、冷媒流路切替装置１１の切り替え等を制御するものである。
【００３７】
　熱媒体変換機３に搭載されている第二の制御装置４５は、第一の絞り装置３１を制御す
るものであり、例えば、熱媒体間熱交換器３０で冷媒が蒸発する場合は冷媒の過熱度に基
づき制御を行い、冷媒が凝縮する場合は冷媒の過冷却度に基づき制御を行う。制御には、
第二の温度検出装置４０、第三の温度検出装置４１、第三の圧力検出装置４４、第一の圧
力検出装置２０、又は、第二の圧力検出装置２１の内のいずれか二つの検出値を使用する
ことができる。
【００３８】
　第二の制御装置４５は、通信等により熱媒体変換機３の内部、又は、近傍に設置された
熱媒体搬送装置８の出力を制御可能な構成としても良い。この場合は、熱媒体搬送装置８
の出力は、熱媒体間熱交換器３０の前後に設置された熱媒体側の第四の温度検出装置４２
と、第五の温度検出装置４３との検出値に基づき制御を行う。例えば、制御目標値を第四
の温度検出装置４２と第五の温度検出装置４３とにより検出された検出値の差などにする
と、室内側の負荷に応じた流量で熱媒体を供給することができる。
【００３９】
　熱媒体流量調整機４に搭載されている第三の制御装置５３は、熱媒体流量調整装置５０
ａ、５０ｂ、５０ｃの開口面積等を制御するものであり、各室内機２ａ、２ｂ、２ｃで必
要とされる負荷に応じた流量の熱媒体が供給される。熱媒体流量調整装置５０ａ、５０ｂ
、５０ｃの開口面積等は、第六の温度検出装置５１ａ、５１ｂ、５１ｃと、第七の温度検
出装置５２ａ、５２ｂ、５２ｃとの内の少なくとも一つ以上の検出値を取得し、温度差に
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基づき制御すれば良い。例えば、第六の温度検出装置５１ａと第七の温度検出装置５２ａ
とのように室内機の出入口水温差を一定になるように制御すると、各室内機で要求される
空調負荷に応じた能力制御ができる。
【００４０】
　上記においては、第一の制御装置２３、第二の制御装置４５、第三の制御装置５３がそ
れぞれ異なる場所に搭載された例を説明したが、搭載場所は限定されず、いずれか一つの
制御装置が通信等によりそれぞれの制御対象を動作させても良い。また、二つ以上の複数
の制御装置を任意の装置に搭載しても良い。
【００４１】
　［運転モードの説明］
　次に、空気調和装置１００が実行する各運転モードについて説明する。本実施の形態に
係る空気調和装置１００は、運転する全室内機が冷房を行う全冷房運転モード又は全室内
機が暖房を行う全暖房運転モードを選択できるものである。
【００４２】
　［全冷房運転モード］
　図２は、図１の空気調和装置１００の全冷房運転モード時における冷媒と熱媒体の流れ
を示す回路図である。図２において、冷媒の流れ方向は実線矢印で、熱媒体の流れ方向は
破線矢印で示している。以下の説明においては、室内機２ａ、２ｂ、２ｃで冷熱負荷が発
生している場合を例に全冷房運転モードについて説明する。
【００４３】
　冷媒循環回路Ａにおいては、熱源側を流れる冷媒が圧縮機１０によって圧縮され、高温
高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機１０から吐出された高温高圧のガス冷媒は、
冷媒流路切替装置１１を介して熱源側熱交換器１２に流入する。熱源側熱交換器１２に流
入した高温高圧ガス冷媒は、室外空気に放熱しながら凝縮し高圧の液冷媒となる。そして
、熱源側熱交換器１２から流出した高圧の液冷媒は、室外機１から流出し、冷媒配管５を
通り、熱媒体変換機３に流入する。熱媒体変換機３に流入した高圧の液冷媒は、第一の絞
り装置３１によって低温低圧の二相冷媒に減圧された後、蒸発器として作用する熱媒体間
熱交換器３０に流入し、吸熱により近傍を冷却して低温低圧のガスとなる。熱媒体間熱交
換器３０から流出した低温低圧のガス冷媒は、冷媒配管５を通り室外機１へ流入する。室
外機１に流入した冷媒は、冷媒流路切替装置１１とアキュムレータ１３を通り、圧縮機１
０へ吸入される。
【００４４】
　一方、熱媒体循環回路Ｂにおいては、熱媒体が熱媒体配管６の熱媒体搬送装置８により
加圧され、熱媒体配管６を循環する。熱媒体搬送装置８で加圧された熱媒体は、熱媒体変
換機３に流入し、熱媒体間熱交換器３０の熱源側冷媒に吸熱されて冷やされた状態となり
、流出する。熱媒体は、熱媒体変換機３から流出した後、熱媒体流量調整機４まで搬送さ
れ、熱媒体流量調整機４に流入する。熱媒体流量調整機４に流入した熱媒体は、分岐部６
１において分配され、熱媒体流量調整装置５０ａ、５０ｂ、５０ｃのそれぞれを通過して
、熱媒体流量調整機４から流出し、熱媒体配管６を介して室内機２ａ、２ｂ、２ｃのそれ
ぞれに流入する。熱媒体は、室内機２ａ、２ｂ、２ｃの負荷側熱交換器６０ａ、６０ｂ、
６０ｃにおいて室内空気から吸熱して室内空間の冷房を行い、室内機２ａ、２ｂ、２ｃか
ら流出する。流出した熱媒体は、熱媒体配管６を流通し、熱媒体流量調整機４の合流部６
２において集結し、熱媒体搬送装置８に流入する。
【００４５】
　［全暖房運転モード］
　図３は、図１の空気調和装置１００の全暖房運転モード時における冷媒と熱媒体の流れ
を示す回路図である。図３に示すように、冷媒の流れ方向は実線矢印で、熱媒体の流れ方
向は破線矢印で示されている。以下の説明においては、室内機２ａ、２ｂ、２ｃで温熱負
荷が発生している場合を例に全暖房運転モードについて説明する。
【００４６】
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　冷媒循環回路Ａにおいては、熱源側を流れる冷媒が圧縮機１０によって圧縮され、高温
高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機１０から吐出された高温高圧のガス冷媒は、
冷媒流路切替装置１１を介して室外機１を流出し、冷媒配管５を通り熱媒体変換機３へ流
入する。熱媒体変換機３に流入した高温高圧のガス冷媒は、凝縮器として機能する熱媒体
間熱交換器３０で放熱しながら凝縮し、高圧の液冷媒となって第一の絞り装置３１に流入
する。そして、第一の絞り装置３１によって低温低圧の二相冷媒に減圧された後、熱媒体
変換機３を流出し、冷媒配管５を通り、室外機１に流入する。室外機１に流入した低温低
圧のガス冷媒は、蒸発器として作用する熱源側熱交換器１２に流入し、室外空気から吸熱
することで蒸発し、低温低圧のガスになる。熱源側熱交換器１２から流出した低温低圧の
ガス冷媒は、冷媒流路切替装置１１とアキュムレータ１３を通り、圧縮機１０へ吸入され
る。
【００４７】
　一方、熱媒体循環回路Ｂにおいては、熱媒体搬送装置８で加圧された熱媒体は、熱媒体
変換装置に流入し、熱媒体間熱交換器３０の熱源側冷媒の温熱により温められて流出する
。熱媒体変換機３から流出する。熱媒体は、熱媒体変換機３から流出した後、熱媒体流量
調整機４まで搬送され、熱媒体流量調整機４に流入する。熱媒体流量調整機４に流入した
熱媒体は、分岐部６１において分配され、熱媒体流量調整装置５０ａ、５０ｂ、５０ｃの
それぞれを通過して、熱媒体流量調整機４から流出し、熱媒体配管６を介して室内機２ａ
、２ｂ、２ｃのそれぞれに流入する。熱媒体は、室内機２ａ、２ｂ、２ｃの負荷側熱交換
器６０ａ、６０ｂ、６０ｃにおいて室内空気へ放熱することで、室内空間の暖房を行いな
がら室内機２ａ、２ｂ、２ｃから流出する。流出した熱媒体は、熱媒体配管６と熱媒体流
量調整機４を介して再び熱媒体搬送装置８に流入する。
【００４８】
　このように、室外機１、室内機２ａ、２ｂ、２ｃ、熱媒体変換機３、及び、熱媒体流量
調整機４は、それぞれ個別の筐体１５、２４、３２、４６に収容されている。そして、室
外機１と熱媒体変換機３とは冷媒循環回路Ａにより接続され、熱媒体変換機３、熱媒体流
量調整機４、及び、室内機２ａ、２ｂ、２ｃは、熱媒体循環回路Ｂにより接続されている
。つまり、熱媒体流量調整機４の筐体４６は、熱媒体変換機３の筐体３２とは別個である
。このため、冷媒循環回路Ａを室外空間に配置し、熱媒体循環回路Ｂを室内空間に配置し
、冷媒漏洩による影響を低減することができる。更に、室外に十分なスペースを確保でき
ない場所であっても、それぞれの筐体１５、２４、３２、４６を分散させることで自由度
のある配置が可能である。構成要素がそれぞれの筐体１５、２４、３２、４６に分散され
ていることで、それぞれの筐体１５、２４、３２、４６のサイズを抑制することもできる
。
【００４９】
　なお、図２及び図３の例において、圧縮機１０は、第一の圧力検出装置２０、又は、第
二の圧力検出装置２１の検出値のうち少なくとも一方が所定の値になるように第一の制御
装置２３を用いて制御される。例えば、全冷房運転モードの場合には、第二の圧力検出装
置２１の検出値から求められる蒸発温度が所定の値になるように制御すると、室内機２ａ
、２ｂ、２ｃで必要な冷熱負荷に応じた冷媒流量を供給できる。また、全暖房運転モード
の場合には第一の圧力検出装置２０の検出値から求めることができる凝縮温度が所定の値
になるように制御すると、室内機２ａ、２ｂ、２ｃで必要な温熱負荷に応じた冷媒流量を
供給できる。
【００５０】
　室外送風機１４は、第一の圧力検出装置２０、又は、第二の圧力検出装置２１の検出値
のうち少なくとも一方が所定の値になるように第一の制御装置２３を用いて制御される。
例えば、全冷房運転モードの場合には、第一の圧力検出装置２０の検出値から求められる
凝縮温度が所定の値になるように制御すると良い。また、全暖房運転モードの場合には第
二の圧力検出装置２１の検出値から求めることができる蒸発温度が所定の値になるように
制御すると良い。
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【００５１】
　第一の絞り装置３１は、全冷房運転モードの場合には、第二の温度検出装置４０と第三
の温度検出装置４１との差として得られる過熱度が一定になるように第二の制御装置４５
を用いて開度が制御される。又は、他にも第三の圧力検出装置４４から求めた蒸発温度と
第二の温度検出装置４０の検出温度との差から得られる過熱度が一定になるように制御し
ても良く、室外機１に搭載されている第二の圧力検出装置２１から求めた値を蒸発温度と
して使用しても良い。全暖房運転モードの場合には、第三の圧力検出装置４４の検出値か
ら演算した凝縮温度と第二の温度検出装置４０の検出値との差として得られる過冷却度が
一定になるように開度が第二の制御装置４５を用いて制御される。又は、他にも第一の圧
力検出装置２０の検出値から演算した凝縮温度と第二の温度検出装置４０の検出値との差
として得られる過冷却度が一定になるように制御しても良い。
【００５２】
　熱媒体流量調整装置５０ａ、５０ｂ、５０ｃは、第六の温度検出装置５１ａ、５１ｂ、
５１ｃの検出値と第七の温度検出装置５２ａ、５２ｂ、５２ｃの検出値との温度差が所定
値になるように開度が調整される。これにより、各室内にて必要とされる空調負荷がまか
なわれる。所定値は、全冷房運転モードの場合には、例えば、２℃～７℃などであり、全
暖房運転モードの場合には、例えば、５℃～１０℃などである。温度差が所定値より小さ
い場合、熱媒体流量調整装置５０ａ、５０ｂ、５０ｃの開度は閉方向に調整され、温度差
が所定値より大きい場合、開度は開方向に調整される。このように、熱媒体は、室内にて
必要とされる空調負荷に応じて必要な流量に制御されて負荷側熱交換器６０ａ、６０ｂ、
６０ｃに流入する。
【００５３】
　熱媒体搬送装置８は、一定回転数の出力で良く、開度を調整し、熱媒体間熱交換器３０
の前後に設置されている第四の温度検出装置４２の検出値と第五の温度検出装置４３との
温度差が所定値になるようにされていても良い。この場合、所定値は、全冷房運転モード
の場合には、例えば、２℃～７℃などでよく、全暖房運転モードの場合には、例えば、５
℃～１０℃などでよい。
【００５４】
　なお、図２及び図３の説明では、室内機２ａ、２ｂ、２ｃが全冷房運転モード又は全暖
房運転モードを実施する場合を例にとり説明したが、停止やサーモオフ等で冷房運転を行
わない室内機が存在する運転モードとしてもよい。このような場合には、冷房運転を行わ
ない室内機に接続される熱媒体流量調整装置５０ａ、５０ｂ、５０ｃを、例えば、全閉な
ど、熱媒体が流れない開度とすれば、熱媒体搬送動力の損失を低減できる。
【００５５】
　変形例．
　図４は、変形例に係る空気調和装置２００の回路構成の一例を示す概略回路構成図であ
る。図４に示すように、変形例に係る空気調和装置２００は、冷媒循環回路Ａにより接続
された各構成要素を収容する室外機１６の筐体５４と、熱媒体流量調整機４の筐体４６と
、室内機２ａ、２ｂ、２ｃの筐体２４とにより構成されている。また、室外機１６には、
冷媒漏洩検出装置７が配置されている。
【００５６】
　室外機１の筐体５４が収容する各構成要素は、冷媒配管５で接続された圧縮機１０と、
四方弁等の冷媒流路切替装置１１と、熱源側熱交換器１２と、アキュムレータ１３と、熱
媒体間熱交換器３０と、第一の絞り装置３１とである。熱媒体間熱交換器３０には、室外
機１６の外部から延長する熱媒体配管６が接続している。つまり、変形例に係る空気調和
装置２００は、本実施の形態に係る空気調和装置１００において筐体１５及び筐体３２に
分離させて収容していた構成要素を、室外機１６の筐体５４に一体的に収容しているもの
であり、一般に、チラーユニットなどと呼ばれる。室外機１６から延び出る熱媒体循環回
路Ｂは、空調負荷に応じた流量の熱媒体を分配する熱媒体流量調整機４に接続し、それぞ
れの室内機２ａ、２ｂ、２ｃに更に接続されている。
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【００５７】
　［全冷房運転モード］
　図５は、変形例に係る空気調和装置２００の全冷房運転モード時における冷媒と熱媒体
の流れを示す回路図である。図５において、冷媒の流れ方向は実線矢印で、熱媒体の流れ
方向は破線矢印で示されている。
【００５８】
　室内機２ａ、２ｂ、２ｃで冷熱負荷が発生している全冷房運転モードにおいては、図２
において説明したのと同様の動作が行われる。具体的には、冷媒循環回路Ａを流れる冷媒
は、室外機１６の筐体５４が収容する圧縮機１０によりガス冷媒となり、冷媒流路切替装
置１１を介して熱源側熱交換器１２に流入し、室外空気への放熱により高圧の液冷媒とな
って流出する。その後、第一の絞り装置３１により減圧され、蒸発器として作用する熱媒
体間熱交換器３０に流入し、熱媒体配管６を流通する熱媒体から吸熱することで、冷媒は
低温低圧のガスとなる。
【００５９】
　一方、熱媒体循環回路Ｂは、室外機１６の外部から延長する熱媒体配管６が接続する熱
媒体間熱交換器３０において、冷媒に吸熱されて冷やされた状態となって熱媒体間熱交換
器３０から流出する。その後、熱媒体は、熱媒体配管６により熱媒体流量調整機４の筐体
４６と、室内機２ａ、２ｂ、２ｃの筐体２４との内部の各構成要素に搬送され、熱媒体循
環回路Ｂを循環する。
【００６０】
　［全暖房運転モード］
　図６は、変形例に係る空気調和装置２００の全暖房運転モード時における冷媒と熱媒体
の流れを示す回路図である。図６において、冷媒の流れ方向は実線矢印で、熱媒体の流れ
方向は破線矢印で示されている。
【００６１】
　室内機２ａ、２ｂ、２ｃで温熱負荷が発生している全暖房運転モードにおいては、図３
において説明したのと同様の動作が行われる。具体的には、冷媒循環回路Ａを流れる冷媒
は、室外機１６の筐体５４が収容する圧縮機１０によりガス冷媒となり、冷媒流路切替装
置１１を介して熱媒体間熱交換器３０に流入し、熱媒体間熱交換器３０で放熱しながら凝
縮し、第一の絞り装置３１に流入する。そして、第一の絞り装置３１により減圧された後
、熱源側熱交換器１２に流入し、室外空気から吸熱しながら蒸発し低圧のガス冷媒となり
、冷媒流路切替装置１１とアキュムレータ１３を介して圧縮機１０へ吸入される。
【００６２】
　一方、熱媒体循環回路Ｂは、室外機１６の外部から延長する熱媒体配管６が接続する熱
媒体間熱交換器３０において、冷媒の温熱が熱媒体に伝えられ、温められた熱媒体状態と
なって熱媒体変換機３から流出する。その後、熱媒体は、熱媒体配管６により熱媒体流量
調整機４の筐体４６と、室内機２ａ、２ｂ、２ｃの筐体２４との内部の各構成要素に搬送
され、熱媒体循環回路Ｂを循環する。
【００６３】
　このように、冷媒循環回路Ａを流通する冷媒による一連の動作は、全て室外機の筐体５
４が収容する各構成要素により行われるため、室内空間への冷媒漏洩のリスクを大きく低
減することができる。また、熱媒体循環回路Ｂに配置した熱媒体流量調整機４により室内
機２ａ、２ｂ、２ｃのそれぞれの空調負荷に応じた流量で熱媒体が分配されるため、それ
ぞれの部屋における快適性が向上する。これにより、建物の構造や建物の使用用途に応じ
たシステムの構成自由度の高い設備更新が可能となる。
【００６４】
　また、チラーユニット等の熱媒体を利用した空調システムが既設されている建物では、
実施の形態１に係る空気調和装置１００、又は、変形例に係る空気調和装置２００を設置
することができる。この場合には、既存の室内機とそれに接続する熱媒体配管などを転用
し、設備更新を容易に行うことが可能である。また、熱媒体流量調整機４の筐体４６が熱
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媒体変換機３の筐体３２と別個になっているため、上述した実施の形態における熱媒体流
量調整機４を利用することで、既存の設備に必要な設備更新が最小限に抑制される。これ
のように、ユニットが共通化されることでコストダウンの効果を期待することもできる。
【００６５】
　なお、熱媒体間熱交換器３０は、熱媒体変換機３の筐体３２、及び、室外機１の筐体１
５との個別の筐体を用いた実施の形態、又は、室外機１の筐体５４を用いた変形例の形態
のいずれの形態であっても、共有することができるとよい。この場合、既設された配管に
併せていずれかの形態を選択し、共有の熱媒体間熱交換器３０を搭載することができる。
【００６６】
　以上説明した、本実施の形態に係る空気調和装置１００によれば、冷媒が循環しない室
内機２ａ、２ｂ、２ｃの筐体２４、及び、熱媒体流量調整機４の筐体４６は、冷媒が循環
する室外機１、及び、熱媒体間熱交換器３０の筐体１５、３２とは個別に設けられている
。そして、筐体１５、２４、３２、４６のそれぞれは、所望の配置位置に設置され、室外
機１と、熱媒体変換機３とが冷媒循環回路Ａにより接続され、熱媒体変換機３と、熱媒体
流量調整機４と、室内機２ａ、２ｂ、２ｃとが熱媒体循環回路Ｂにより接続される。これ
により、室内空間から離れた位置で冷媒と熱媒体との熱交換を行い、熱媒体循環回路Ｂに
より移送した冷熱を室内機２ａ、２ｂ、２ｃのそれぞれに分配することができるため、冷
媒の必要量を低減し、且つ、室内空間への冷媒漏洩を防止することができる。
【００６７】
　熱媒体間熱交換器３０を共有できるため、既設された配管に併せていずれかの形態を選
択し、共有の熱媒体間熱交換器３０を搭載することが可能となり、室内機への熱媒体供給
の制御方法が統一され、ユニット共通化が可能となる。
【００６８】
　熱媒体間熱交換器３０と熱媒体流量調整機４とが別個の筐体に収容されているため、設
置自由度が高まり、設備更新の際のシステム変更が容易となり、システム選択の自由度が
向上する。
【００６９】
　室外機１の筐体１５と、熱媒体変換機３の筐体３２とを共通としたチラーユニットを形
成し、既設の配管を転用して設置することができる。
【００７０】
　冷媒が流通する室外機１と、熱媒体変換機３とを室外に配置することで、人が存在する
室内空間において冷媒が漏洩することを防止できる。
【００７１】
　熱媒体流量調整装置５０ａ、５０ｂ、５０ｃの開度は、負荷側熱交換器６０ａ、６０ｂ
、６０ｃそれぞれの空調負荷に応じて制御することができる。
【００７２】
　負荷側熱交換器６０ａ、６０ｂ、６０ｃの入口及び出口の温度から負荷側熱交換器６０
ａ、６０ｂ、６０ｃそれぞれの空調負荷を算出することができる。
【００７３】
　熱媒体間熱交換器３０に流入する熱媒体の温度と流出する熱媒体の温度との差に基づき
室内の空調負荷を算出して熱媒体搬送装置８が運転されるため、消費電力が抑制される。
【００７４】
　それぞれの室外機１の筐体１５、熱媒体変換機３の筐体３２、熱媒体流量調整機４の筐
体４６には、収容された構成要素を制御する制御装置が配置されているので、筐体１５、
３２、４６をそれぞれ所望の位置に配置することができる。
【００７５】
　熱媒体変換機３の筐体３２、又は、室外機１の筐体１５に設けた冷媒漏洩検出装置７に
より冷媒配管５から漏洩した冷媒を検出することで、漏洩による影響を抑制することがで
きる。
【符号の説明】
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【００７６】
　１、１６　室外機、２ａ、２ｂ、２ｃ　室内機、３　熱媒体変換機、４　熱媒体流量調
整機、５　冷媒配管、６　熱媒体配管、７　冷媒漏洩検出装置、８　熱媒体搬送装置、１
０　圧縮機、１１　冷媒流路切替装置、１２　熱源側熱交換器、１３　アキュムレータ、
１４　室外送風機、１５、２４、３２、４６、５４　筐体、２０　第一の圧力検出装置、
２１　第二の圧力検出装置、２２　第一の温度検出装置、２３　第一の制御装置、３０　
熱媒体間熱交換器、３１　第一の絞り装置、４０　第二の温度検出装置、４１　第三の温
度検出装置、４２　第四の温度検出装置、４３　第五の温度検出装置、４４　第三の圧力
検出装置、４５　第二の制御装置、５０ａ、５０ｂ、５０ｃ　熱媒体流量調整装置、５１
ａ、５１ｂ、５１ｃ　第六の温度検出装置、５２ａ、５２ｂ、５２ｃ　第七の温度検出装
置、５３　第三の制御装置、６０ａ、６０ｂ、６０ｃ　負荷側熱交換器、６１　分岐部、
６１ａ、６１ｂ、６１ｃ　室内送風機、６２　合流部、１００、２００　空気調和装置。

【図１】 【図２】
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